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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和1年9月26日(2019.9.26)

【公開番号】特開2019-67808(P2019-67808A)
【公開日】平成31年4月25日(2019.4.25)
【年通号数】公開・登録公報2019-016
【出願番号】特願2017-188523(P2017-188523)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/50     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   33/50     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月9日(2019.8.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４４０ｎｍ以上４７０ｎｍ以下の範囲に発光ピーク波長を有する発光素子と、
　４８０ｎｍ以上５２０ｎｍ未満の範囲に発光ピーク波長を有する第一蛍光体、５２０ｎ
ｍ以上６００ｎｍ未満の範囲に発光ピーク波長を有する第二蛍光体、及び６００ｎｍ以上
６７０ｎｍ以下の範囲に発光ピーク波長を有する第三蛍光体を含む蛍光部材と、を備え、
　前記第一蛍光体はアルカリ土類アルミン酸塩蛍光体を含み、発光ピーク波長が４８５ｎ
ｍ以上５１５ｎｍ以下、発光スペクトルの半値幅が３０ｎｍ以上８０ｎｍ以下であり、
　前記第二蛍光体はアルミニウムガーネット蛍光体を含み、発光ピーク波長が５２５ｎｍ
以上５６５ｎｍ以下、発光スペクトルの半値幅が２０ｎｍ以上１２０ｎｍ以下であり、
　前記第三蛍光体は式（３）：（Ｃａ，Ｓｒ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕで表される組成を有す
る蛍光体を含み、発光ピーク波長が６００ｎｍ以上６３０ｎｍ以下であり、
　前記第一蛍光体、第二蛍光体及び第三蛍光体の総量に対する前記第一蛍光体の含有比が
、
　相関色温度が２７００Ｋ以上３５００Ｋ未満の場合に３５質量％以上６０質量％以下で
あり、
　相関色温度が３５００Ｋ以上４５００Ｋ未満の場合に５０質量％以上８０質量%以下で
あり、
　相関色温度が４５００Ｋ以上５７００Ｋ未満の場合に４５質量％以上８０質量%以下で
あり、
　相関色温度が５７００Ｋ以上７２００Ｋ以下の場合に４５質量％以上８５質量%以下で
あり、
　青色光による網膜傷害の実効放射強度に対するメラトニン分泌抑制の実効放射強度の割
合が、
　相関色温度が２７００Ｋ以上３５００Ｋ未満の場合に１．５３以上１．７０以下であり
、
　相関色温度が３５００Ｋ以上４５００Ｋ未満の場合に１．４０以上１．７０以下であり
、
　相関色温度が４５００Ｋ以上５７００Ｋ未満の場合に１．４０以上１．７０以下であり
、
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　相関色温度が５７００Ｋ以上７２００Ｋ以下の場合に１．３５以上１．６５以下である
発光装置。
【請求項２】
　前記割合が、相関色温度が２７００Ｋ以上３５００Ｋ未満の場合に１．５４以上１．６
５以下であり、
　相関色温度が３５００Ｋ以上４５００Ｋ未満の場合に１．４５以上１．７０以下であり
、
　相関色温度が４５００Ｋ以上５７００Ｋ未満の場合に１．４３以上１．６０以下であり
、
　相関色温度が５７００Ｋ以上７２００Ｋ以下の場合に１．３７以上１．５５以下である
請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記第三蛍光体は、発光スペクトルの半値幅が５ｎｍ以上１００ｎｍ以下である請求項
１又は２に記載の発光装置。
【請求項４】
　平均演色評価数Ｒａが８０以上である請求項１から３のいずれか１項に記載の発光装置
。
【請求項５】
　前記発光素子は、発光ピーク波長が４４５ｎｍ以上４６５ｎｍ以下であり、発光スペク
トルの半値幅が３０ｎｍ以下である請求項１から４のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記第一蛍光体は、下記式（１Ａ）で表される組成を有する蛍光体の少なくとも１種を
含む請求項１から５のいずれか１項に記載の発光装置。
　Ｓｒ４Ａｌ１４Ｏ２５：Ｅｕ　　　（１Ａ）
（式中、Ｓｒの一部はＭｇ、Ｃａ、Ｂａ及びＺｎからなる群から選択される少なくとも１
種の元素で置換されていてもよい。）
【請求項７】
　前記第二蛍光体は、下記式（２）で表される組成を有する蛍光体を含む請求項１から６
のいずれか１項に記載の発光装置。
　（Ｙ，Ｇｄ，Ｔｂ，Ｌｕ）３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅ　　（２）
【請求項８】
　前記蛍光部材における第一蛍光体に対する第二蛍光体の含有比率は、
　相関色温度が２７００Ｋ以上３５００Ｋ未満の場合に、０．８以上１．５以下であり、
　相関色温度が３５００Ｋ以上４５００Ｋ未満の場合に、０．１以上０．８以下であり
　相関色温度が４５００Ｋ以上５７００Ｋ未満の場合に、０．０１以上０．７以下であり
、
　相関色温度が５７００Ｋ以上７２００Ｋ以下の場合に、０．１以上０．８以下である請
求項１から７のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項９】
　前記蛍光部材における第一蛍光体に対する第三蛍光体の含有比率は、
　相関色温度が２７００Ｋ以上３５００Ｋ未満の場合に、０．０５以上０．３以下であり
、
　相関色温度が３５００Ｋ以上４５００Ｋ未満の場合に、０．０１以上０．２以下であり
、
　相関色温度が４５００Ｋ以上５７００Ｋ未満の場合に、０．０１以上０．６以下であり
、
　相関色温度が５７００Ｋ以上７２００Ｋ以下の場合に、０．０１以上０．２以下である
請求項１から８のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記蛍光部材における第二蛍光体に対する第三蛍光体の含有比率は、
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　相関色温度が２７００Ｋ以上３５００Ｋ未満の場合に、０．０５以上０．２以下であり
、
　相関色温度が３５００Ｋ以上４５００Ｋ未満の場合に、０．０１以上１．２以下であり
、
　相関色温度が４５００Ｋ以上５７００Ｋ未満の場合に、０．１以上２５以下であり、
　相関色温度が５７００Ｋ以上７２００Ｋ以下の場合に、０．１以上０．４以下である請
求項１から９のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１１】
　発光スペクトルが、４９０ｎｍ以上５４０ｎｍ以下の範囲に存在する第二ピーク波長に
おいて第二極大値Ｐ２を有し、５７０ｎｍ以上６５０ｎｍ以下の範囲に存在する第三ピー
ク波長において第三極大値Ｐ３を有し、第二ピーク波長と第三ピーク波長の間に第二極小
値Ｔ２を有し、第二極大値Ｐ２に対する第二極小値Ｔ２の比Ｔ２／Ｐ２が、
　相関色温度が３５００Ｋ以上４５００Ｋ未満の場合に、０．７以上０．９９以下であり
、
　相関色温度が４５００Ｋ以上５７００Ｋ未満の場合に、０．６以上０．９７以下であり
、
　相関色温度が５７００Ｋ以上７２００Ｋ以下の場合に、０．６以上０．９７以下である
請求項１から１０のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１２】
　発光スペクトルが、４４０ｎｍ以上４７０ｎｍ以下の範囲に存在する第一ピーク波長に
おいて第一極大値Ｐ１を有し、４９０ｎｍ以上５４０ｎｍ以下の範囲に存在する第二ピー
ク波長において第二極大値Ｐ２を有し、第二極大値Ｐ２に対する第一極大値Ｐ１の比Ｐ１
／Ｐ２が、
　相関色温度が３５００Ｋ以上４５００Ｋ未満の場合に、１．４以上１．８以下であり、
　相関色温度が４５００Ｋ以上５７００Ｋ未満の場合に、１．４以上２．１９以下であり
、
　相関色温度が５７００Ｋ以上７２００Ｋ以下の場合に、２．０以上２．７以下である請
求項１から１１のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の発光装置を備える灯具。
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